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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２７年２月４日（水） 

 白井市役所４階第１会議室 

 １．委員長開会宣言 

 ２．会議録署名人の指名 

 ３．前回会議録の承認 

 ４．委員報告 

 ５．教育長報告 

 ６．議決事項 

    議案第１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に 

          伴う関係条例の整理に関する条例の制定議案に係る意見聴取について 

    議案第２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に 

          伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則の制定について【取下げ】 

    議案第３号 白井市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定議案に係る 

          意見聴取について 

    議案第４号 白井市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定 

          議案に係る意見聴取について 

    議案第５号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取につ 

          いて 

    議案第６号 平成２６年度教育費補正予算に係る意見聴取について 

    議案第７号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価に 

          関する報告書について 

    議案第８号 白井市優良児童・生徒表彰の推薦について 

 ７．報告事項 

    報告第１号 白井市心身障害児童生徒就学指導委員会の結果について 

 ８．その他 

                                             

○出席委員 

   委員長  石亀 裕子 

   委 員  小林 正継 

   委 員  髙城 久美子 

   教育長  米山 一幸 

 

○欠席委員 
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   委 員  石垣 裕子 

                                             

○出席職員 

   教育部長          田代 成司 

   教育総務課長        五十嵐 孝明 

   生涯学習課長        藤咲 克己 

   文化課長          黒澤 博史 

   書   記         伊藤 祐子 

     〃           品川 太郎 
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午後２時００分 開 会 

     ○委員長開会宣言 

○石亀委員長 これから平成２７年第２回白井市教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日の出席委員は４名です。議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりです。 

                                              

     ○会議録署名人の指名 

○石亀委員長 会議録署名人の指名をします。小林委員と髙城委員にお願いします。 

                                              

     ○前回会議録の承認 

○石亀委員長 前回会議録の承認を行います。訂正等がありましたらお願いします。 

特にありませんか。 

 〔「はい」と言う者あり〕 

                                              

     ○委員報告 

○石亀委員長 委員報告を行います。各委員からお願いします。 

○小林委員 １月１２日、成人式がありました。今年も実行委員会がよく準備して『祝！成人』とい

う冊子を作り、また代表者のスピーチも素晴らしく非常にいい成人式でした。 

 １月２８日、千葉県市町村教育委員会連絡協議会研修会が佐倉市でありました。日医大千葉北総病

院の小林士郎副院長の講演がありまして、地域との関わりを観点に、脳卒中から児童の偏頭痛など非

常に多くの内容の話がありました。進んだ医療を地域と連携でやっていこうとしているということで、

興味深い研修会でした。以上です。 

○髙城委員 １月２２日、七次台小学校の北総教育事務所の指導室訪問があり参加いたしました。 

○石亀委員長 １月２１日、白井中学校の立春式に参加いたしました。大変寒い１日でしたが、生徒

の皆さん、姿勢も崩さずに立派にやり遂げていました。校長先生から、子ども達にいろいろ考えさせ

られるような、オリジナリティーのあるご挨拶がありました。記念講演ではデフリンピック２０１３

年で銅メダルを取っていらっしゃる七次台中学校出身の田井小百合さんの記念講演がありました。そ

して職業体験の報告、生徒の皆さんからの意見発表に続いて、生徒全員ステージに上がっての決意表

明、自分の思いを漢字一文字で表すとしたらということで、色紙に書いて１人ずつ発表をしていまし

た。そして保護者の代表として、２年生の保護者代表の方のＰＴＡの実践記録で優良賞に選ばれた方

の発表、お子さんとの日頃のふれあいを表した作品の披露がありました。そして、学年全体の合唱と

して、息の合ったところを発表されての立派な立春式でした。以上です。 
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     ○教育長報告 

○石亀委員長 続きまして、教育長から報告をお願いします。 

○米山教育長 それでは、前回以降の報告をさせていただきます。 

 １月８日、９日、校長の人事面接がありました。１０日、賀詞交歓会に出席いたしました。教育委員も

一緒に出席しております。１２日、成人式に出席いたしました。先ほど小林委員から報告がありましたが、

大変落ち着いた、いい成人式でした。１５日、南山中学校の立春式に出席いたしました。子ども達は大変

きちんとしており、立志に向けた心構えが伝わってきました。１８日日曜日、出初式に出席いたしました。

２２日、七次台小学校の指導室訪問に髙城委員と出席いたしました。２３日、県教委との教員関係の人事

異動の面接に出席いたしました。２４日土曜日、文化財防火デーが清戸の薬王寺を会場として行われまし

た。消防署の方の話の中で、家庭電話と携帯電話では消防本部にかかるところが違うらしく家庭の電話で

すとどこの場所か分かって話をしますが携帯電話だと位置があまりはっきりしないということでした。か

けた際は、消防署のほうで質問をするのでゆっくりとそれに答えてくださいという話がありました。 

２８日、千葉県市町村教育委員会連絡協議会研修会の研修会に出席いたしました。以上です。 

○石亀委員長 委員報告、教育長報告について、質問等がありましたらお願いします。 

 特にないようでしたら先に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

                                              

○石亀委員長 非公開案件についてお諮りいたします。 

 議案第８号「白井市優良児童・生徒表彰の推薦について」及び報告第１号「白井市心身障害児童生

徒就学指導委員会の結果について」は、個人に関する情報であるため非公開がよろしいと思われます

が、いかがでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、非公開といたします。 

                                              

     ○議案第１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の 

            施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定議案に係る意見聴取 

            について 

○石亀委員長 これから議事に入ります。公開案件から先に行います。 

 議案第１号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定議案に係る意見聴取について」説明をお願いします。 

○五十嵐教育総務課長 議案第１号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定議案に係る意見聴取について」。地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき市長から意見を求められた別紙議案については、原案



 5

に同意する。平成２７年２月４日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。本案は、平成２７年６月

２０日に公布されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成２７年

４月１日から施行されることに伴い、教育委員長と教育長が一本化され、特別職として新たに教育長が

設置されるため、関係条例の改正を平成２７年第１回白井市議会に上程する議案について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき市長から意見を求められたことにより提案する

ものです。まず、条例改正に入る前に国の法律改正の中身について若干触れさせていただきたいと思い

ます。今回の法律改正の大きなポイントが３つほどあります。１つ目は、責任の明確化。現行の制度で

は、教育委員会の代表は教育委員長で事務方の責任者は教育長でどちらが責任者なのか、外部からはわ

かりづらいという意見もあります。そこで、新制度では、教育委員長と教育長が一本化され、教育委員

長が廃止されます。そして、教育長は一般職から特別職になります。また、これまでは教育長の任命は

教育委員会でしたが、新制度では首長が教育長を任命し、任期は４年から３年となります。なお、議会

の同意は、これまでどおり必要となります。それが１つ目でございます。 

 ２つ目は、全ての地方公共団体に総合教育会議を設置することになります。これは地域の住民の民意が

十分に反映されていないという指摘を踏まえたもので、地域の民意を代表する首長との連携強化がねらい

です。また、児童生徒の生命、身体に緊急事態が生じた場合などには、首長は総合教育会議を開き、緊急

措置について協議、調整できます。３つ目は、教育に関する大綱を首長が策定します。これは教育行政に

民意をより反映させるというのがねらいです。このような法律改正に伴い、市の関係例規について整理す

るものでございます。それでは、第１条でございます。白井市附属機関条例の一部改正です。白井市特別

職報酬等審議会の事務で、教育長の給与の額について調査、審議することを追加するものでございます。 

 第２条は、白井市職員定数条例の一部改正です。新しい法律では、教育長が一般職から特別職に位置づ

けられるため、条文中の「一般職の職員（教育長を除く。）」という表現の「（教育長を除く。）」部分

を削るものでございます。第３条ですけれども、白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正です。新しい法律では、教育委員長の職がなくなるため、別表第１表の委員長

の目を削るものでございます。続きまして、第４条になります。常勤の特別職等の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正です。教育長が特別職に位置づけられるということから、条文

中の「特別職等」の「等」を削るものでございます。続きまして、第５条、白井市特別職等の職員の給与

の特例に関する条例の一部改正です。第４条の改正と同じ理由でございます。題名及び本則中の「特別職

等」の「等」を削るということでございます。最後に附則に入りますけれども、第１項、施行期日を定め

るもので、この条例は平成２７年４月１日から施行するものです。第２項といたしまして、経過措置を定

めるもので、法の施行の際に在職中の教育長は教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例に

より在職するものとされていることから、この条例の規定は現教育長の在任中は適用しないことを定めた

ものでございます。以上で、議案第１号の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○石亀委員長 ただいまの説明について質問等がありましたらお願いします。 
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 この４月から改正される地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する必要事項が全

てここで改正されるということでよろしいですか。 

○五十嵐教育総務課長 今回の法律の改正に伴って市の関係条例を改正するということで提案させて

いただきました。その中で、法律的には全部ありますので、市に関わるものについて、今回、第１号

議案で条例の改正をお願いするということで提案させていただきました。関連条例で第３号というの

もありますけれども、基本的には第１号で全部改正するものでございます。以上です。 

○米山教育長 法律が変わり２７年４月１日から新しい法律で運用されます。それに伴って、その法

律と関連する条例の部分を今回改正します。法律と条例は変わりますけれども、附則の経過措置とい

うところで、先ほど課長から説明があったんですけれども、現在の教育長の任期の間は、その法律は

適用しないという形になります。教育委員長は現存したまま現教育長の任期までは現行の体制どおり

進みますという内容になります。 

○石亀委員長 委員の皆さんから何かご質問がありましたらお願いします。 

 白井市としてはこのままの状態がしばらく続くということで、新しい体制について、すぐには施行

されないけれども、条例を法律に沿った形に変える、そういう流れということで、皆さんよろしいで

しょうか。 

○髙城委員 教育長の任期は、あと何年あるんですか。 

○五十嵐教育総務課長 先程ご説明すればよかったんですけれども、平成２８年９月３０日までが任

期でございます。ですから、それまでの間は今までどおりということになります。 

○石亀委員長 平成２８年９月３０日までは、体制はこのままでということになります。 

 それでは、議案第１号について特に異議はございませんでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 議案第１号は、異議なしということでお願いします。 

                                              

     ○議案第２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

            に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則の制定について 

○石亀委員長 議案第２号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係教育委員会規則の整理に関する規則の制定について」議題とします。 

○五十嵐教育総務課長 議案第２号でございますけれども、取り下げをさせていただきたいと思いま

す。第１号議案がまだ議会で可決しておりませんので、議会で決まりましたら再度上程させていただ

きたいと考えます。３月下旬の教育委員会議か、それ以降の教育委員会議に上程させていただきたい

と思いますので、申し訳ありませんが取り下げということでよろしくお願いします。 

○石亀委員長 議案第２号については、取り下げということですが、皆さんよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 
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○石亀委員長 それでは規則改正については取り下げとし、議会の議決後に提案していただくことで

お願いします。 

                                              

     ○議案第３号 白井市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定議案に 

            係る意見聴取について 

○石亀委員長 議案第３号「白井市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定議案に係る意

見聴取について」説明をお願いします。 

○五十嵐教育総務課長 議案第３号「白井市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定

議案に係る意見聴取について」。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき

市長から意見を求められた別紙議案については、原案に同意する。平成２７年２月４日提出。白井市

教育委員会教育長 米山一幸。本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されたこと

に伴い、教育長の職務専念義務の免除に関する規定を新たに設けるものでございます。現教育長は一

般職として位置づけられているため、地方公務員法第３５条により、職務専念義務が課せられていま

したが、特別職となったことで同条の適用から外れることになります。これに対して条項を整理する

ものでございます。第１条は、この条例の趣旨を定め、趣旨規定となっております。第２条は、教育

長の職務に専念する義務の免除の規定となっております。法改正に伴いまして、教育委員長と一本化

される新教育長は、特別職となります。地方公務員法の規定の対象外となりますが、新しい法律の第

１１条第５項に、新教育長の職務専念義務が規定され、地方公務員法と同様に条例により職務専念義

務の特例を定めることができることとされたため、新しい教育長の職務専念義務の免除は、職務に専

念する義務の特例に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとするということになります。附

則につきましては、第１項が、その施行期日を定めております。平成２７年４月１日から施行する。

第２項ですけども、経過措置でございます。法の施行の際に、在職中の教育長は教育委員会の委員と

して任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされていることから、この条例の規定は現教

育長の在職中は適用しないというものでございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○石亀委員長 質問がありましたらお願いします。 

○小林委員 今の説明がよくわからないんですけども、職務に専念する義務の特例について、一般職

が特別職に移るにあたってどうなるかもう一回説明していただけますか。 

○五十嵐教育総務課長 今まで教育長は一般職でございました。特別職というのは、市長、副市長と

いうような特別職をいい、その中に教育長も入る。今まで私達と同じ一般職の処遇がありましたけれ

ども、それが特別職に移ることによって、免除されるとかいろんな要綱がありますけれども、それの

適用を変えますよということをこの条例で言っているということです。勤務時間でいいますと、一般

職の私達は８時半から５時１５分まで勤務ということになります。ただ、特別職の場合は、それはご
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ざいません。というのが一番わかるかなと思います。 

○米山教育長 職務専念義務の特例に関する条例というのは、今はないんですか。 

○五十嵐教育総務課長 新規です。 

○米山教育長 特別職の市長と副市長については、職務に専念する義務の特例に関する条例というの

はないのですか。 

○五十嵐教育総務課長 ないです。なお、教育長の任命権者は首長ということになります。教育長の

専念義務の免除の承認権者は首長となってしまいます。しかしながら、教育委員会制度の趣旨は、教

育の政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、この文章では、首長から距離を置くことにある

こと。教育長の職務専念義務の免除に係る承認権者を首長としてしまうと、教育長に対する首長の関

与が強くなりすぎてしまう。そのため、当該条例においては、職務専念義務の免除の承認権者を首長

ではなく教育委員会とすることが必要であるというふうにいっております。 

○米山教育長 今回の法律が施行されることによって変わるのは、１号議案と３号議案だけですか。

まだ条例を改正しなければならないものがありますか。 

○五十嵐教育総務課長 この１号議案と３号議案だけです。 

○米山教育長 あとは規則の改正になりますか。 

○五十嵐教育総務課長 はい。３月議会に上程されて、条例を制定しても猶予期間がありますから、

それ以降に施行するということになります。 

○石亀委員長 それでは、議案第３号についてほかに質問ありませんか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、議案第３号は法律の一部改正によるものということで、異議なしというこ

とでお願いしたいと思います。 

                                              

     ○議案第４号 白井市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の 

            制定議案に係る意見聴取について 

○石亀委員長 議案第４号「白井市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定議

案に係る意見聴取について」説明をお願いします。 

○黒澤文化課長 議案第４号「白井市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定議案に係る意見聴取について」。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基

づき市長から意見を求められた別紙議案については、原案に同意する。平成２７年２月４日提出。白

井市教育委員会教育長 米山一幸。本案は、平成２７年第１回白井市議会定例会に上程する議案につ

いて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき意見を求められたことによ

るものでございます。新旧対照表がございます。改正案のほうですが、備考の４を追加しまして「会

館の施設（楽屋及び練習室を除く。）を、音源制作及び編集作業を目的として使用する場合は、平日
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の使用に限り、割増料は徴収せず、基本使用料の５割の額を徴収する」ということを追加するもので

ございます。内容につきましては、文化会館の音響を生かしまして、音源制作、ＣＤの録音とかでご

ざいますが、編集作業を目的として使用する場合、使用料金規定を追加することで文化会館施設の平

日の空き日の利用促進と施設のＰＲとなるため条例の一部を改正するものでございますが、例といた

しまして、一昨年８月にピアニストの田中正也さんという方から、ＣＤ録音をしたいという申し出が

ありました。会館の音響を生かして、４として新たに追加をするものでございます。附則に戻ってい

ただきまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。２、経過措置といたしまして、この

条例による改正後の白井市文化会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後

の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例によると

いうものでございます。以上です。 

○石亀委員長 質問等がありましたらお願いします。 

○小林委員 ホールを借りやすくするために基本使用料の５割の額にするということはわかったんで

すけど、割増料は徴収しない、そこについて説明していただけますか。 

○黒澤文化課長 使用料を半額にするというのと平日の利用を促進するということでございますが、

割増料については、各施設につきましては、市外は５割増しとか規定がございますので、今回追加す

る案件等につきましては、市外の業者が中心となると思いますが、利用の促進ということを考えまし

て、割増料金とかは、市内外の区別をつけないで、基本使用料の５割ということで利用をしていただ

くということでございます。 

○石亀委員長 具体的に、幾らになりますか。 

○黒澤文化課長 例えば平日、土日も午前、午後、夜間と全日という４種類あるんですけども、通常、

短時間で終わらないものですから、１日を例にとりますと、大ホールで平日が７万６,９５０円です。

土曜、日曜につきましては９万２,２５０円ということになります。これは通常の基本使用料でござい

ます。 

○石亀委員長 この半額にするということですか。 

○黒澤文化課長 はい。 

○石亀委員長 半額の妥当性についてはどう考えたらいいんですか。 

○黒澤文化課長 半額の妥当性ということでございますが、現在ある規定の中で、例えば前日を使っ

ても、舞台とか練習のみで使用するというときは７割徴収して３割は減額するとなっております。今

回行うのは、同じような考え方で、レコーディングとかでございますから、客席のほうは使わないで

舞台オンリーということになりますので、７割のところを５割ということで考えているところでござ

います。現行の７割徴収と比べますと２割違うわけでございますが、その部分につきましては、７割

徴収、３割減額ということにつきまして、今の負担金審議会等の見直しの中で、２５、２６、２７年

と３カ年を継続して行うということになっておりますので、今７割徴収しているわけでございますが、
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その規定につきましては、今回ではございませんが、今後、他市町村が既にその部分が、利用促進す

るために５割にしているところが、鎌ケ谷市とか含めて多いものですから、今回は、こちらの先行し

た５割でやらせていただきまして、通常の借りる方の練習室とか、舞台のみの使用ということであれ

ば、それは今後５割にしていこうということで、２８年以降の舞台等の使用については、そのように

していきたいということで考えているところでございまして、そちらのほうは現状７割徴収になって

おります。 

○石亀委員長 これは、当面様子を見るという意味での期限は、設定しますか。 

○黒澤文化課長 基本的に料金とかの見直し関係につきましては、市のほうは３年に一度ぐらい見直

しするという基本的な考え方を持っていますので、概ね３年程度で見直しを図っていきたいと考えて

います。 

○石亀委員長 今回、これを認めるということになると、４月１日からこの内容で動くということに

なるわけですね。 

○黒澤文化課長 レコーディングの場合はです。 

○米山教育長 経過措置の２項は、文化会館全てにかかってしまわないですか。 

○黒澤文化課長 ４項ですね。 

○米山教育長 文化会館設置及び管理に関する条例全てにかかってきちゃうってことはないですか。 

○黒澤文化課長 附則の施行期日と経過措置につきましては、総務課の担当と調整をしたんですけど

も、再度確認します。 

○米山教育長 これは大ホールだけを想定している改正条例だと思うけど、中ホールはどうなります

か。 

○黒澤文化課長 中ホールもオーケーなんですけども。 

○米山教育長 ということは、客席だけを使わないという説明にしてしまうと、中ホールは客席がな

いので、中ホールで音源制作及び編集をするということも念頭に入れておく必要はどうですか。 

○黒澤文化課長 ４項のほうで、会館の施設とうたっており、中ホールも該当になります。ただし、

楽屋と練習室だけは使わないでくださいということです。 

○石亀委員長 音響が非常によいということに関しては大ホールしか想定されていないだろうと思う

んですよね。ただ、そこまでの規模でなくても、そこまでの音質は求めないけれども、中ホールでも

制作をしたいというような方がいらっしゃって、それも含まれるのであれば、もっと広く皆さんに使

っていただけると思うので、全ホール貸してもらえるということが望ましいかなと思います。 

○米山教育長 大ホールと中ホールと、あとはどこがありますか。 

○黒澤文化課長 練習室と楽屋です。 

○米山教育長 そこは除くんですよね。 

○黒澤文化課長 貸出施設とはなっていますけど除きます。 
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○米山教育長 そうすると、この文化会館設置及び管理に関する条例の対象施設は大ホール、中ホー

ルだけということになりますか。 

○黒澤文化課長 今回の改正はそうです。貸出施設としてはそれしかないです。 

○石亀委員長 練習室を借りたい人もいるんじゃないですか。 

○米山教育長 練習室は練習室の使用料条例がありますが、この条例について大ホールと中ホールだ

けとしてしまって大丈夫ですか。 

○黒澤文化課長 はい。大ホール、中ホール、楽屋、練習室しかないです。 

○米山教育長 中ホールも該当するということで、５割の額を徴収するということは、要は客席云々

の話ではなくて、稼働率を上げるために５割にすると。さっき委員長から質問があったとおり、では

何で５割なのかと。前日にお客さんを入れないで舞台の設定とかやるときは７割だよと。当日、編集

作業をするのも７割が妥当なんじゃないかという話が出てくるかもしれないと思いますが。 

○黒澤文化課長 その辺は近隣を参考にいたしました。 

○米山教育長 前日貸し出していることありませんか。 

○黒澤文化課長 あります。 

○米山教育長 その場合は、１日使っても基本使用料の７割なんですよね。 

○黒澤文化課長 そうです。 

○米山教育長 この５割というのは、基本的には、稼働率を上げること、それと、お客さんを入れて

収益がないから他市町村との比較から５割にしたと。７割の話が出た場合については、当市を使わず

に他市に行ってしまうこともあるので、他市との比較から５割にしたということですね。 

○黒澤文化課長 はい。 

○米山教育長 附帯設備等は、編集作業をする申請者が持ち込むということですか。うちの機器を使

って録音するということは想定していないですか。 

○黒澤文化課長 それは別途規則で、ピアノを使えば幾らとかって出ているので、それはそれでもら

います。 

○米山教育長 ピアノや機器を使った場合については基本使用料はどうなりますか。 

○黒澤文化課長 その他の施設はありません。 

○米山教育長 ５割減免はしないということですね。 

○黒澤文化課長 舞台だけです。 

○石亀委員長 いろんなことがくっついてきちゃうんですけれども、どんな楽器があるということを

ＰＲして、その楽器をもっと使ってもらいたいということは希望としてはあるので、本当は楽器のほ

うもくっつけられれば一番いいのかなとは思うんですよね。ピアノをよそから持ってきたりはしない

し、うちの楽器は非常にいい。稼働率を上げて使ってもらうという意味では、今後、楽器についても

検討していく機会は持っていただいてもいいかなと思います。 
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○黒澤文化課長 施設以外のピアノとかそういうもろもろのものなんですが、施行規則のほうで全て

うちが管理しているものは載っておりますので、インターネットで確認できるようにはなっています。 

○米山教育長 そういうことではなくて、それも減免できないのかということです。想定されるのは、

自らの楽器を持ち込めないのはピアノだと思うので、ピアノについては検討の余地を残すということ

です。 

○石亀委員長 ほかに質問等ありませんか。他になければお諮りしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 議案第４号について、教育委員会としては異議がないということでよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、議案第４号は異議なしということでお願いします。 

                                              

     ○議案第５号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取に 

            ついて 

○石亀委員長 議案第５号「白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取につい

て」説明をお願いします。 

○田代教育部長 議案第５号「白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取

について」。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき市長から意見を求め

られた別紙議案については、原案に同意する。平成２７年２月４日提出。白井市教育委員会教育長 

米山一幸。本案は、平成２７年第１回白井市議会定例会に上程する議案について、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき意見を求められたことによります。 

 白井市附属機関条例の一部を改正する条例でございます。これにつきましては、新しく建設予定で

あります白井市学校給食共同調理場給食調理業務等委託業者選定委員会につきまして、プロポーザル

によって、ＰＦＩによって建てる会社を決定するために選定委員会を設けるものでございます。委員

のメンバーとしましては、学識経験者を有する者３名を予定しております。主に建設関係、衛生管理

関係、ＰＦＩに精通している大学の先生及び弁護士等です。それと公共的団体等の代表者、これにつ

きましてはＰＴＡを予定しております。３番目に教育関係の職員、これは学校長を１名予定しており

ます。また、市民公募型で市民の参加を求めます。震災等によって炊き出し等をする施設になること

から、市民代表という形で１名を予定しております。他、市の職員１名、合計７名以内で委員を想定

しているものでございます。以上です。 

○石亀委員長 ただいまの説明について質問等がありましたらお願いします。 

これは、給食調理場の運営委員会がありますが、それとは別に、業務委託をするための審査委員会
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を設置するということですか。 

○田代教育部長 運営委員会のほうとは別組織でございまして、これにつきましては、業者を選定す

るためだけの委員会でございます。 

○髙城委員 任期は２年間で、２年で終わるということですか。 

○田代教育部長 任期につきましては２年間です。事業者を選定するまでなんですけど、予定としま

しては、来年度２回の会議及び２８年度に実際に７月ぐらいにヒアリングを実施して９月には契約に

持っていくというような形で予定しております。 

○米山教育長 この議案とは直接関係ないんですが、これはＰＦＩに関わる業者を選定する委員会で

すよね。であれば、ＰＦＩにさまざまな形のアドバイザーとか、委員会とか委託とかがあるので、そ

ことの違いをきちんと整理をしてください。新しいところに建てる建物を事業実施する業者と、中の

調理委託を含めた形で頼んでいるので、それをワンセットでやるというＰＦＩの業者を選定する。そ

のほかに、ＰＦＩの安全性であるとか、その審査会みたいなものもあるはずなので、そことの違いを

きちっと明確にしておいてください。 

○田代教育部長 わかりました。 

○石亀委員長 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、議案第５号についてお諮りします。教育委員会の意見は異議がないということでよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、議案第５号は異議なしとします。 

                                              

     ○議案第６号 平成２６年度教育費補正予算に係る意見聴取について 

○石亀委員長 議案第６号「平成２６年度教育費補正予算に係る意見聴取について」を議題といたします。 

 まず、議案第６号（その１）から説明をお願いします。 

○五十嵐教育総務課長 今回、第６号議案をその１とその２に分けさせていただきました。南山小中

学校の大規模改修事業に係るものがその１になります。その２は今年度末をもって減額または増額す

るものということで捉えていただければと思います。 

 それでは、その１のご説明をいたします。議案第６号（その１）「平成２６年度教育費補正予算に

係る意見聴取について」。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき市長か

ら意見を求められた別紙議案については、原案に同意する。平成２７年２月４日提出。白井市教育委

員会教育長 米山一幸。本案は、南山小学校、中学校校舎耐震及び老朽化の大規模改修事業を平成２

７年に予定しているところでございますけれども、国の学校施設の改善事業、今回の平成２６年度東

日本大震災復興特別会計という会計がございます。その学校施設環境改善交付金に南山小中学校の校

舎の耐震改修事業が合致するということで、手を挙げさせていただきました。その補助を申請する際
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の要件は平成２７年度に建築計画をしている事業であること、２つ目が、平成２６年の段階で設計が

完了していること。平成２７年３月、すなわち平成２６年度ですけれども、３月に交付決定されても

年度内に契約をすること。ですから、３月までにこの工事の契約を済ませることというところと、後

ほどありますけれども、この事業が３月に契約ですから、繰り越し手続きが可能である事業の４つの

項目がありました。現に、今実施設計が終わっておりますので、設計も終わっております。２７年度

の事業に計上しようと思っておりました。要は、３月までに契約をしなくてはいけないということで、

手続きの段取りが済めば、２６年度の国の補正予算に合致するということで、実は２月５日に内々的

に県のほうから内示をいただきました。国の採択、内々示を受けたということで、今事務を進めてい

るところでございます。これを踏まえまして、平成２７年第１回、２月１３日から定例議会が始まり

ますけれども、その定例議会に補正予算を計上して、その日に採決をいただくというような手続きを

予定しています。補正の理由として、南山小中学校の改修が国の補正予算を活用して前倒しで、２６

年度事業で南山小・中学校の改修を行うということで、補正予算を組むものでございます。まず、歳

出でございますけれども、事業費としまして、小学校費で補正額が１１億９,２８６万１,０００円、

その内訳といたしまして、１３節委託料といたしまして、工事の施工監理委託料２,８０１万６,００

０円、１５節工事請負費、これは南山小学校の改修工事費、１１億６,４８４万５,０００円でござい

ます。９款３項３目、南山中学校の改修事業でございます。総額が１１億５,７７５万円。内訳といた

しまして、１３節委託料といたしまして、施工監理委託料が３,５８１万３,０００円、１５節工事請

負費、中学校改修工事が１１億２,１９３万７,０００円でございます。総額しますと２３億５,０６１

万１,０００円ということで、今回、議会に上程するということになります。続きまして、歳入とその

他になります。先ほどの一番最後に繰り越しが可能な事業ということで１つありました。それを踏ま

えまして繰越明許費、２７年度に繰り越すということで、先ほどの総額２３億５,０６１万１,０００

円を繰り越す。事業的には２７年度になりますけれども、予算的には２６年度予算ということになり

ます。歳入でございます。先ほどの東日本の関係の特別の補助金を使いますと、１４款教育費国庫補

助金となりますけれども、南山小・中学校の耐震補助率２分の１、老朽化・改修の部分が３分の１に

なりますけど、総額２億７,００３万４,０００円。内訳でございますけれども、小学校の、南山小学

校分が１億３,３５９万５,０００円、中学校が１億３,６４３万９,０００円、合計しますと２億７,０

０３万４,０００円ということになります。１８款は、基金の繰入金になります。１億６,３６７万７,

０００円。２１款教育債、起債ですけども、今回の東日本の関係の補正予算を使いますと、起債のほ

うが１００％充当ということになります。それと交付税措置ということで、国の交付税措置が受けら

れるというところがあります。財源的にも有利だということで、今回２６年度の補正をするわけです

けれども、教育債が１９億１,６９０万円ということで、総額２３億５,０６１万１,０００円というこ

とで、歳出歳入それぞれの金額ということで行っております。なお、今後のスケジュールでございま

すけれども、２月１３日の議会の初日に上程するわけですが、その前に一般競争入札で行いますので、
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その手続き等があります。１３日にこの補正を承認いただき、２月１６日から入札の告示をしていき

ます。３月１８日が落札者の決定になります。１回で落札者が決まれば１８日、予定価格に達しない

場合は次の日、１９日というようなスケジュールでおります。そして決まりましたら、３月２４日に

仮契約を締結して、契約は３月末に臨時議会を開催していただいて、南山小・中学校の校舎の改修関

係の契約の締結についての議案を上程したいというようなスケジュールでおります。なお、この南山

小・中学校の工事につきましては、３月に契約するわけですけども、夏休み期間に集中的な工事を行

う、９月以降、授業に差し支えないように普通教室を優先的に改修するというような取り組みをして

いるところでございます。工期は、２８年２月末までということで計画しております。工事内容につ

きましては、また契約の段階のときに詳しくご説明させていただきたいと思います。今回は３月末に

契約する際の補正ということで上程させていただきました。以上でございます。 

○石亀委員長 議案第６号（その１）について、質問等がありましたらお願いします。 

○米山教育長 耐震化補助率が２分の１、大規模改修、老朽化対策で３分の１の補助金があるとすれ

ば、総額が２３億円だったら、２億７,０００ということは１割しかないので、説明と合わなくなりま

す。補助率２分の１、３分の１を言ってしまうと、１割しか補助金が付いてないことになるので、例

えば小学校、中学校それぞれ補助対象外が幾らで、補助対象が幾らなのか。その対象施設は何なのか。

例年の補助率に比べると低い。その理由が何なのかよくわからないけども、補助率はと聞かれれば２

分の１、３分の１と答えるしかないけども、２分の１、３分の１であれば、トータルで１割補助とい

うことはあり得ないので、説明をするとすれば、耐震についてはこういう対象の施設、工事について

は２分の１、老朽化対策についてはこういう部分が３分の１というように分けて説明をしないとわか

りずらいと思います。 

○五十嵐教育総務課長 わかりました。 

○石亀委員長 他によろしいでしょうか。それでは、補正予算（その１）、南山小学校、中学校の大

規模改修に係る補正予算について、お諮りしたいと思います。教育委員会の意見としては、異議がな

いということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、そのようにお願いします。 

 次に、議案第６号（その２）について説明をお願いします。 

○五十嵐教育総務課長 平成２６年度教育費補正予算に係る意見聴取について。地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき市長から意見を求められた別紙議案については、原案

に同意する。平成２７年２月４日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。本案は、平成２７年第

１回白井市議会定例会に上程する議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条

の規定に基づき市長から意見を求められたことによるものでございます。各課から順に歳出からご説

明させていただきます。まず、教育総務課の補正でございます。 
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 事務局費の小学校施設改修等の事業、これにつきましては白井第三小学校増築工事、今工事を行っ

ておりますけども、施工工事に伴って、それを監理していただいている業者との契約において執行残

が出たことによるものでございます。当初予算１,３５９万８,０００円のところ、契約額１,２４２万

円ということで、１４７万８,０００円の減額になります。続きまして、１５節工事請負費、小学校校

舎増設工事。白井第三小学校の校舎の増築工事の執行残でございます。当初予算３億５,４０４万６,

０００円のところ、契約額３億７６９万２,０００円、補正額が４,６３５万４,０００円、合計します

と４,７５３万２,０００円の減ということで、減額補正をするものでございます。以上でございます。 

○田代教育部長 学校給食調理場建替事業につきましての補正を説明させていただきます。この前に

１４節のほうを先に説明したいんですけど、先日、土地につきまして、この会議でお話をさせていた

だきました。土地につきまして、買い取りにするか借地にするかということで協議をさせていただき

ました。やりとりの中で、定期借地の場合参考価格は１平米あたり１８５円です。買い取りの場合は

１平米あたり７万円、この数値についてはＵＲのほうからの提示された参考価格でございます。土地

の大きさが７，５８１.６９平米です。そうしますと約５億３,０００万円なんですけども、その中で

今度は起債をした場合、その利子を上乗せすると約６億円程度になります。起債の場合は、全体の7.5

割しか起債ができませんので、残りを一般財源から出さなくてはいけません。買った場合、契約時に

全体の２割をＵＲに支払います。そのときの金額が約１億円です。市としては一般財源を考えると、

現在では非常に厳しいということがありました。今度は買い取りの場合、もう一つ方法がありまして、

ＵＲのほうに借金をして１０年払いで返すという形の方法もあります。その場合は、大体約６億近く

になるんですけども、年間にして約６,０００万円、１０年間支払わなくてはいけない。そういうこと

もありまして、１０年間、毎年６,０００万円を支払うというのは非常にきつい部分があるということ。

その中で、定期借地の場合は、先ほど話をしたとおり、１平米１８５円で計算していきますと、月に

しまして１４０万２,６１３円が１カ月の支払いになります。そういう形で定期借地のほうが、今の財

政を考えたときに、買い取りを前提として定期借地、借りるという方向で政策会議のほうで話し合い

が持たれました。定期借地については、基本的には２９年１１カ月です。約３０年間なんですけど、

それ以降については継続ができませんので、その後については更地にして返すしかありません。市と

しては、買い取りを前提にして定期借地にして、財政的な状況を見て買い取るということを考えてい

ます。何で補正かといいますと、ＵＲのほうで、本年度いっぱいは定期借地はできるけど、来年度以

降については定期借地という形は難しい、買い取りならまだできますけどもということで、本年度中

に定期借地の契約を結ばなくてはいけなくなりました。そこで、本年度末までに定期借地の契約を結

ぶために、契約時に６カ月分の保証料を払います。それが８４１万６,０００円の補正額になります。

実際に借りるときには、どうするかというと、来年から借地で借り、２９年１１カ月ではなくて実際

に工事が始まるときです。実際に工事が始まる予定としては、２８年の９月以降に工事を始めて、１

年間で建てる、３０年の９月には供用開始という予定ですから、とりあえず今のところ、２９年の８
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月か９月をめどに借りる形で、そこから２９年１１カ月という形で現在交渉をしております。そうい

うことを前提にしまして、保証金として８４１万６,０００円を補正額としまして計上するものです。 

 次に１２節、定期借地をした場合に関しては、公正証書の作成が必要になります。公正証書の作成

のために１１万６,０００円かかります。ＵＲと２分の１ずつ、お互いに折半していくという形で今話

が進んでおりますので、全体の補正額としては８４７万４,０００円という形になります。以上でござ

います。 

○藤咲生涯学習課長 生涯学習課です。公民館費で、０２事業、公民館管理運営事業、補正額△１０

８万７,０００円。内容としましては、１３節委託料、摘要コード０１の西白井公民館指定管理料でご

ざいます。補正内容としましては、西白井複合センターの大規模修繕に伴い２カ月間休館になったこ

とにより、運営経費が減少することから、委託料の補正をするものでございます。内容につきまして

は、人件費と光熱水費の減、あわせまして消費税分３％アップしておりましたので、その分を相殺し

まして１０８万７,０００円でございます。続きまして、体育施設、９款５項２目です。０３事業、市

民プール管理運営に要する経費、補正額１２５万２,０００円、１５節工事請負費、配電盤配線工事費

でございます。補正理由といたしましては、執行差金により発生した工事請負費の減額によるもので

す。以上です。 

○黒澤文化課長 文化センターの歳出ですが、補正額合計２３７万４,０００円でございます。これに

つきましては、光熱水費でございますが、当初予算額３,４２６万７,０００円に対しまして、２６年

度の決算執行の見込み額が３,７１４万４,０００円ということで、２８７万７,０００円が不足すると

思われますので、光熱水費について、過去２年間の実績等を見込み算出しまして増額補正するもので

す。１３節委託料につきましては、文化センター前の庭園関係の樹木管理委託料でございますが、当

初予算６１２万円に対しまして入札等を行いまして、５０万３,０００円の減額になっております。入

札によります不用額が５０万３,０００円出ておりますので、５０万３,０００円の不用額と補正額の

２８７万７,０００円を足しまして、２３７万４,０００円の増額補正でございます。次に図書館費で

ございますが、図書館サービス事業費、臨時職員の賃金でございますが、これにつきましては、当初

予算が２,６５６万５,０００円に対しまして、執行済額と今後の見込額を足しますと２,５３６万５,

０００円ということで、１２０万円の減額補正ということになります。次に、図書館資料運搬業務委

託料ということで、当初予算２８３万９,０００円に対しまして、見積もり合わせによりまして２２９

万５,０００円ということで、不用額が出た分、５４万４,０００円、これにつきましても５４万４,０

００円の減額になります。その２つをトータルいたしまして、補正額が減額補正の１７４万４,０００

円でございます。次に、プラネタリウム館営繕事業ということで、当初予算額１９１万３,８６８円に

対しまして、執行済額と見込額を足しますと１１３万７,２４０円ということで、７７万６,０００円

の減額の補正でございます。新たに導入いたしましたデジタルプラネタリウムの賃借料、５年間でご

ざいますが、見積もり合わせによりまして安くなったために、今年度分の７７万６,０００円を減額補
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正するものでございます。次に、文化会館費ということで、文化会館の自主事業運営事業ということ

で、需用費からいきますと、当初予算４３万２,０００円でございますが、これにつきましては、自主

事業のポスター、チラシ等につきましては、文化会館で印刷したものを使用したために減額するもの

でございます。その次が役務費の広告料でございますが、６７万６,０００円でございますが、これに

つきましても、広告料ということで、市の広報とかポスター、チラシ、ホームページ、メール配信等、

使用したものですから、その分の額を減額するものでございます。続きまして、自主事業の手数料で

ございますが、当初予算５４０万５,０００円に対しまして、執行済額と今後の見込額を足しまして５

００万９,７２０円でありますので、補正額といたしましては３９万５,２８０円ということで予定し

ているところでございます。これをトータルし、補正額といたしまして１５０万３,０００円を減額す

るものです。以上でございます。 

○田代教育部長 学校給食共同調理場についての歳出補正について説明をいたします。１１節需用費

の光熱水費でございます。これにつきましては、当初予算に対して児童生徒数及び教員数が約２００

人程度当初予算に対して増えているということで、食器消毒保管庫が１台増設いたしました。そのこ

とにより、電気、ガス料金が増加したために１３０万８,０００円の増額補正をするものでございます。 

○五十嵐教育総務課長 歳入に入らせていただきます。１４款、国庫負担金の関係でございます。先

ほど歳出でありました白井第三小学校の増築工事に係る国庫負担金、当初６,３６２万円で歳入を見込

んだところですけれども、内定が出まして８,９３１万５,０００円の国庫負担金となることになりま

した。２,５６９万５,０００円の増額ということで補正するものです。続きまして、財産貸付収入、

１６款の関係ですけども、教職員住宅の入居者の貸付の関係でございます。当初、単身を３室で６４

万円を歳入と見込んでいましたが、合計で２８万４,８００円になりますということです。異動に伴い

まして単身用１部屋だけ貸し付けております。それと、途中に桜台中学校の栄養士さんが４カ月ほど

入居されました。その歳入が入っております。よって３名が１名になったということで、３５万６,０

００円減額するものです。以上です。 

○田代教育部長 教育費国庫補助金でございます。１節教育費国庫補助金、教育支援体制整備事業費補助

金でございます。いじめ対策調査会委員の５名分、市長部局のいじめ対策再調査会５名分の委員、報償費

及び旅費、食料費につきまして、国から３分の１の補助が出るということで、国のほうに申請をして新規

で補助金をいただきましたので、１万８,０００円を補正するものです。以上です。 

○藤咲生涯学習課長 生涯学習課でございます。０１雑入で、スポーツ振興くじ助成金で、△１,２７４

万４,０００円。内容につきましては、入札差金が発生したことにより助成金の対象工事費の減額に伴い、

振興くじの減額補正するものです。これにつきましては、野口のテニスコートでございます。当初、約４

,０００万円強で工事費を見たところですが、入札により２,７００万円ということになりましたので、そ

の分の補正になります。以上です。 

○田代教育部長 学校給食共同調理場でございます。繰入金の一般会計繰入金についての減額、５２５万
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円でございます。これにつきましては、特別会計においては歳入歳出同額にするために一般会計繰入金を

減額補正するものでございます。繰入金につきましては、平成２５年度の決算から繰越金を増額補正しま

す。実質の２５年度の繰越金が９４６万７,２９４円ございました。そのうち１２月補正後の繰越金が２

９０万９,０００円でございます。それを差し引いた額で繰越金の補正として６５５万８,２９４円といた

します。続きまして、債務負担行為でございます。学校給食共同調理場の定期賃借料でございます。債務

負担限度額としまして、５億１,１９５万４,０００円でございます。先ほど説明したとおり、２９年１１

カ月の定期借地をするにあたり、保証金につきましては、２９年８月に引き渡しをされたときに６カ月分

の保証金を払います。合わせて１２カ月分になりますけども、保証金を払った上で、ここにあります２９

年１１カ月分、３５９カ月分になるんですけど、それの借地料を合わせた額をもって債務負担行為を起こ

すものでございます。 

 続きまして、債務負担行為の限度額の変更でございます。教育センター費のＡＬＴ配置事業に要する経

費でございます。限度額が１億１,３４５万円でございます。こちらが限度額になって、変更額につきま

しては、当初の限度額と比べますと１,３８７万３,０００円のマイナスになります。これにつきましては、

プロポーザルによって、ＡＬＴの委託業者が確定いたし契約が済みましたので、その契約額が１億1，３

４５万円となったことによるものでございます。 

○黒澤文化課長 文化センターの債務負担行為の限度額の補正でございます。まず図書館費ということで、

図書館の電算システムの運用事業ということで、上限額を当初９,６４８万３,０００円ということで設定

しましたが、その後、プロポーザルを行いまして、７,４４９万６,０００円ということで、補正額が２,

１９８万７,０００円ということで、上限額を７,４４９万６,０００円にするものでございます。主な理

由といたしましては、電算システム賃借料の保守につきまして、５年間でございますが、プロポーザルに

より実施後、契約締結額が上限額より下回ったことと、図書館電算システムのデータ抽出委託について、

次期システム業者から現行業者になったために作業の一部が省略できたことから、不用になった額の限度

額を補正するものです。リース期間につきましては、５年間のトータルでございます。 

 同じく債務負担行為の限度額の補正ですが、プラネタリウム館営繕事業といたしまして、デジタル式プ

ラネタリウムソフトウエア賃借料ということで、見積もり合わせによりまして債務負担行為の限度額の上

限が１,０４４万円で設定したところ、５年間、７５８万４,０００円ということで、２８５万８,０００

円の補正額ということで債務負担行為の限度額を７５８万２,０００円にするものでございます。 

 次に、プラネタリウム館の光学式プラネタリウムの賃借料ということで、こちらにつきましては１０年

でございますが、債務負担行為の上限額が８,２２９万６,０００円ということで設定させていただきまし

たが、入札結果によりまして安価に契約できたことで、６,７００万４,０００円にするものでございまし

て、補正額が１,５２９万２,０００円を債務負担行為の上限額から減額して、６,７００万４,０００円に

するものです。これにつきましては１０年のリースということで、１１年目から無償譲渡されることにな

っておりまして、その上のデジタル式プラネタリウムにつきましては、５年間のリースということで、６
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年目からは無償で譲渡されるということになっております。以上です。 

○石亀委員長 それでは、補正予算その２について質問がありましたらお願いします。 

○米山教育長 まず野口のテニスコート、歳入を減額していて歳出は減額していますか。 

○藤咲生涯学習課長 歳出ですが、工事の検査が終わっておりませんので、確定していないため、歳出

の補正はしておりません。歳入につきましては、契約で確定しましたので、既に決定通知をいただいてお

りますので、今回は歳入の補正だけするものです。まだ変更が若干、最終については手直しが出てくるの

で確定ができないというのが現状です。 

○米山教育長 いじめの補助金、１万８,０００円ですが、区分は国庫補助金で県ではないですね。 

○田代教育部長 国庫でございます。 

○米山教育長 説明のときは、補助金は国からくるということで説明してください。 

 それから、学校給食共同調理場の繰越金、９４６万７,２９４円実質繰越金があって、既に２９０万９,

０００円については、どこかでもう充当しているということですね。 

○田代教育部長 １２月までの間に補正をかけて繰り越ししています。 

○米山教育長 最終的に９４６万７,０００円がくると。ここで今回増額補正して、６５５万８,２９４円

が繰越金として増額補正をすると。一般会計繰入金５２５万円を減額するんだけども、一般的には、繰越

金、前年度の一般会計から繰入金をもらっていて、その分が余ったんだから、実質的な繰越金については、

その分、全て一般会計の繰入金で返すんじゃないかと言われた場合に、その違いを説明できるようにして

ください。６５５万８,０００円全てであれば、一般会計の繰入金の補正額を６５５万８,０００円にする

んじゃないのという話があったときに、説明をできるようにしておいてください。 

○田代教育部長 わかりました。実際には、約１３０万８,０００円については、今回補正で組みますの

で、６５５万８,０００円から１３０万８,０００円を引いた額が、この額になります。 

○米山教育長 ５２５万円ということですね。光熱水費ですね。 

○田代教育部長 今回、光熱水費の補正になっています。それを引いた額が５２０万円です。 

○米山教育長 わかりました。次に、保証金について、１４節でいいのかどうかもう一回確認しておいて

ください。ここに権利金名目の支出は、使用料及び賃借料を使うというんだけど、行政用語ではどうかわ

からないけど、一般的には権利金と保証金というのは違うものだと思うので同じ支出科目でいいのかもう

一回確認しておいてください。 

○石亀委員長 ほかに皆さんからご意見がないようでしたら、これでお諮りしたいと思いますが、いかが

でしょうか。よろしいですか。 

 それでは、補正予算（その２）についてお諮りします。教育委員会の意見としては、今ご指摘があった

ような内容をはっきりとさせていただくということで、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、そのようにお願いします。 
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     ○議案第７号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価 

            に関する報告書について 

○石亀委員長 議案第７号「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価

に関する報告書について」説明をお願いします。 

○五十嵐教育総務課長 議案第７号「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及

び評価に関する報告書について」。白井市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

７条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価に関する報

告書について、別添のとおりとする。平成２７年２月４日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 本案は、平成２５年度事務事業の点検・評価に関する報告書について別添のとおりとするものです。平

成２６年度の１０月、１１月に３回の点検・評価の会議を開催させていただきました。白井の教育方針と

いうものがありますけれども、その５つの柱の中で市の実施計画的な事業が教育委員会に関するもの、５

８事業ございました。それにつきまして、１事業ずつ点検・評価を行い本報告書が作成されております。

まとめ方といたしまして、先ほど５つの柱ということで言いましたけれども、１つ目が学校教育の充実、

２つ目が生涯にわたる学習活動の支援、３つ目がスポーツ活動の支援、４つ目、文化・芸術活動の支援、

５つ目、青少年の健全育成ということで、各柱の１つ１つにつきまして基本方針、具体的施策では、その

他を入れまして９つの施策がございます。それにつきまして、各委員さんからご意見をいただいて、それ

についてまとめさせていただきました。それに対する総合的な評価ということで、意見等を踏まえてまと

めさせていただいております。その中でいろいろと意見を出されたものに対して、５番目に課題及び見直

しということで、１つ１つ意見をいただいたものについて、今後の教育委員会の施策の中で委員さんから

いただいた見直し案、それと教育委員会事務局の考え方が記されております。以下、５つの柱の中で各項

目について、柱についての同じような記載をさせていただきまして、総合的なまとめとしてさせていただ

いております。また、教育委員会の活動状況、教育委員会議の審議内容ということで記載しております。 

一番最後につきましては、５８事業の事業についての評価の結果一覧ということでまとめたものです。簡

単ですけれども、説明は以上です。よろしくお願いします。 

○石亀委員長 ただいまの説明について質問等ありましたらお願いします。 

○米山教育長 報告書は事前に各委員に確認していただいていますので、この内容で報告したいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○石亀委員長 よろしいでしょうか。皆さんもご覧になって、ご意見は反映されていると思いますので、

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、議案第７号については、原案のとおりとさせていただきます。 
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非公開案件    ○議案第８号 白井市優良児童・生徒表彰の推薦について 

                                              

非公開案件    ○報告第１号 白井市心身障害児童生徒就学指導委員会の結果について 

                                              

     ○その他 

○石亀委員長 ほかに何かありましたらお願いします。 

○藤咲生涯学習課長 前回行われました成人式の出席率の表を配らせていただきました。今年度は、

出席率は昨年と比べて多かったということになります。 

○石亀委員長 日程についてはどうなりますか。 

○藤咲生涯学習課長 実行委員会で検討し、社会教育委員会議に諮ります。 

○黒澤文化課長 白井文化センタープラネタリウム更新日程ということで、光学式のプラネタリウム

につきましては、２月１６日から、３月２５日まで更新工事ということで、その後、機械操作の運転

のほうの研修等を行いまして、５月２日土曜日、１１時からリニューアルオープンということで予定

しております。よろしくお願いします。 

○石亀委員長 ほかにありますか。特になければ、以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。 

 本日は、お疲れさまでした。 

午後５時２０分 閉 会 

 


